
再生可能エネルギーのさらなる促進を求める意見書 

 

 九州電力株式会社が２０１４年９月に太陽光発電（家庭の屋根に設置する出力 

１０kW未満の設備を除く）や水力・地熱・バイオマスなど再生可能エネルギーによ

る発電の新規買い取りを拒否し、北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力でも

相次いで同様の事態が起きた。 

電力会社は、電力供給の不安定化を理由にしているが、受け入れが最大どれだけ

可能なのか、情報が公開されていない。 

この様な中、再生可能エネルギーを推進する政府におかれては、電力会社の再生

可能エネルギーの買い取り可能量について、情報公開を求め検証することで、再生

可能エネルギーのさらなる可能性が広がるものと考える。 

また、政府の審議会（総合エネルギー調査会）の小委員会が行った可能量の試算

では、再生可能エネルギーの稼働率を高めに設定していることが、再生可能エネル

ギーの買い入れ契約の設備量が少なくなっているのも原因の一つとされている。 

さらに、ＦＩＴ法（再生可能エネルギー固定価格買い取り法）によって、電力会

社に送電網の増強義務を課す事も重要であると考える。 

 

１ 電力会社に再生可能エネルギーの買い取り可能量について情報公開を行うこと

を求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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